
規

矩

考

規

矩

考

-

『
周
礼
考

工
記
」
よ
り

の
考
察

(
了

)

高

田

克

巳

十

一
、

車

の

綜

合

図

象

車
構

成

の
規

画

(
図
説

車

七
車
八
)

輪

か
ら

は
じ
ま
り
、
蓋

・
輿

・
朝
な

ど

の
各

部

に

つ
い
て
、
規

画
と

そ

の
構

成
を

み
て
き

た
が
、

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら

が
綜
合

さ
れ

た
全
体

の
規

画
に

つ
い
て
検
討
す

る
。輪

の
接
地
面

か
ら
蓋
頂
ま

で

(図
説
車

七
)

一
四

尺

(
A
l

B
)

の
高

さ
と
し

て
、
そ

の
中

心

(
0
)

は
七
尺

の
位
置

、
ま

た
朝

を
、

そ
の
前
端

頚

(
G
)

か
ら

、
車

軸

と

の
交
叉

位
置

(
0
)
ま

で
、
水
平

に

一
二
、

二
尺

(
G
-

0
)
を
と

る
。
朝
長

は

一
四
、

四
尺

(
G
-

T
)

で
あ

る
が
、
輿

の
中

心
に
あ

た
る
と

こ
ろ

ま

で
で
あ

り
、

権

輿

の
古

語
か
ら
考
え

て
、

さ
ら

に

こ
れ
を
全
体

図

の
中

心
に
あ

て
る
。

し

た
が

っ
て

一
二
、

二
尺

の
半
径

を
も

つ
円
と
、
七

尺

の
半

径
を
も

つ
円

の
中

心

で
あ

る
。

こ

れ
ら

は
以

下
に
示
す

よ
う
に
、
平
面

図
と
立
面

図

の
展
開

の
う
ち

に
見
出

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

(規

円
内

の
重

複
円

に
注

意
)

す

で
に
輿

の
型
体
寸
法

の
企
画

を
知

っ
た
が

(図

説
車

五
)
、

こ
こ
で
全
体

図
か

ら
み
る
と
き

輪

崇

と
輿

広
と
衡

長

の
参
如

一
、
す

な
わ

ち

「
参
称
」

の
関
係

は
、
さ

ら

に
そ
の
緊
密

な

こ
と

が
明
ら
か

に
な
る
。

参
如

一
に
あ
た
る
六
、
六

尺

は
、

一
二
、

二
尺

半

径

円

の
外

接
十

二
稜

形

の

一
辺

で
あ
り

、
さ
ら

に
そ

の
外

接
円

の
半
径

=

一、
六
尺

(
古
法
積
矩

の
算
出
値

、
但
し

ド
α
。
の
精
算

値

で
は

一
二
、
七

四

一
)

で
、
割

円
十

二

の
と
き

の
弦

の
長
さ

(内
接

稜
角

の

一
辺

)

に
な
る
。
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図

に
み
ら
れ

る

よ
う

に
、

六
、
六

尺

の
巾
帯

に
よ

っ
て
、

こ
の
円

内

に
十
字

交
叉

の
型

か
ら
、

そ

の
中
央

に
正
方

形
を

つ
く
る
が
、

そ

の
各

一
辺

は
参
如

一
の
基
長

で

あ

る

こ
と
を
示

し

て
い
る
。

輿
燧

の
四
、

四
尺

は
、

半
径
八
、

五
尺

の
円
に
内

接
す

る
十

二
稜

形

の

一
辺

に
あ
た

る

こ
と
を

示

し

て
い
る
が

、

こ
の
円

は
、

一
二
、

二
尺
半

径
円

に
内
接

し
た
方
形

内

に
、

さ
ら

に
内

接
す

る
円

で
あ

っ
て
、
直
径

が

一
七
尺

で
あ

る
。

ま
た

一
二
、
六
尺

の
と
き
、

同
様

に
し

て
内

接
方

円
を
く
り

か
え

し

て
、

九

尺

の
半
径

円
を
得

る

が
、

そ
れ

に
内
接

し

た
十

二
稜

形

の

一
辺

は
四
、

六

尺

で
あ

っ
て
、

こ
れ
が

蓋
弓

の
平
頂

部

(部
広

六
寸

を

ふ
く

む
)

の
寸
法

に
な

る
。

立
面

図

に
み
る

よ
う

に
、
全
高

(
蓋
頂

か
ら
地

平

ま

で
)
と
輔
長

を

ふ
く

む
水
平

の
長
さ
と

は
、

半
径

一
四
尺

(
古
法
、
精

算
値

は
、

一
四
、

　
四
)

の
円
に
、
内
接

す

る
六

稜

の
対

角
を

と

っ
た
長
方

形

の
中

に
、

企
画

さ

れ
た

こ
と
が
わ

か
る
。
長
方
形

の
短
辺

が

一
四
尺
、

長
辺

が

二
四
、

四
尺

で
あ
る
。

さ

て
朝

の
軌
前

一
〇

尺
と

い
う

の
は
、
診

の
前

面

か

ら
頚

ま

で
と
し

た
も

の
で
、
輔

の
全
長

は
、

輿

の
後

部
下

の
踵
ま

で
を

一
四

、
四
尺

(
G
-

T
)

と
す

る

の
で
あ

る
が
、

輿

の
巾

心
か

ら
と
れ
ば
、

長
方
形

の
長
辺

の
半

で

一
二
、

二
尺

(
9
1

B
)

で
あ

る
。

朝

長
に

つ
い
て
、
軌
前

一
〇
尺

と
す

る
よ
う
な
、

あ

い
ま

い
な
表

現

で
あ

る
た
め
に
、

こ
れ

を
輿

の
下
の
長
さ

を
加
算

し

て
、
輔

長

の
実
質

寸
法

と
す

る

の
か
、
あ

る

い
は
頚

か

ら
垂

下
さ

し
た
位
概
と

、
診

の
前

面

に
水

平

に
測

っ
た
距
離

で
あ

る

の
か
は
、
不
明

で
あ

る
。

実
際

に
は
、
国

馬
と

田
馬

と
罵
馬

と

の
背

高

に
よ

っ
て
異

る
は

ず

で
あ

る
。

「
朝

人
」

の
規

画
図

(
車
六
)

に
は
、
朝

長
を

一
定

に
と

っ
て
、
高

さ
と

の
変

化
に
応
じ

た
も

の

で
あ

る
。
し

か
し
、

こ
こ
で
は
軌
前

一
〇

尺

の
間

隔
を
定

長
と

し
た

が
、

こ
れ

は
綜

合
規
画

図
か
ら
み

る

と
き
、

こ
れ
が

意

図
さ

れ
た
も

の
の
よ
う

に
判
断

さ
れ

る
か
ら

で
あ
る
。

三
様

の
馬

の
体
位

か
ら

み
て
も
適

当
す

る
で
あ

ろ
う
。

以
上
を

ふ
く

め

て
、
各

部

の
詳

細

を
次

ぎ
に
表

示

し

て
、

は
じ
め

の
図

上

(図
説
車

七
)
と
対

照

で
き
る

よ
う

に
し
た
。

次

図

(
図
説

車

八
)

は
、
規
矩

に
よ
る
企
画

の
構

想

を
示
す

も

の
で
あ

っ
て
、
規

(
コ
ン
パ

ス
)

を
、
き
わ

め

て
精

密

に
使

用
し

た
結

果
を
、
矩

法

か
ら
寸
法

の
決
定

ま

で
に

い
た
る
痕
跡

を
、
追
求
し

て
み
た
の
で
あ
る

。

直
径

二

八
尺

の
大

円

の
う
ち

に
、
象
徴
的
意

図
を

こ
め

て
、
熟

達

し
た
規
矩
法

の
知

識

と
技

術
を

も

っ
て
、
図

上

に
企
画
し

た
様

相

が
う
か

が
え

る

の
で
あ

る
。

123一

隔

規

矩

考



車 の 綜 合 規 画

(図説 車七)

規

矩

考

(図説 車八)
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車 綜 合 構 成 の 規 画 表

灘 購 毒(郭顎 形)記 号 間 の 尺 度

/6 14尺 の 中 一 短 辺

 

尺7

0

B

7

「

=

A

O

O

14尺A-B全 高

上 一 長辺

 

同/6琶⇒12・2尺24.4尺9-6地 平

 

規

矩

考

同 上 一 短 辺 の1/2

13尺 の 中 一 短 辺 の1/2

9尺 の中 一 短辺

/6

/8

∠ ユ2

12,6尺 一 短 辺

8.5ノ ー 短 辺

8.5i一 短 辺

13ク ー 短 辺

 

12

8

12

6

∠

∠

∠

∠

7尺

5i/

4.6

0

0

一

一

 A

κ

蓋 崇(高)7/10

程5/8

j'-k'
j--k弓(平 頂)

6.6尺
a-b

d-c輿 広

4.4rr

13a

3,3,グ

2.2ノ

d

c
♂

t

n

b

 =

」

一

=

a
b

a

s

4

m

燧

広+両 毅長

診崇

14尺 一 長辺 の1/2

12.6ク ー 長 辺 の1/2

 

6

12

∠

∠12.2尺G-O

E-F=a-b=ef(参 如 一)6.6〃

轄 長12.214
.4

衡長

庇 靱(弓 長6尺)11.6尺
〃輪(グ5尺)9.1〃

グ診(ノ4尺)4.6ir

0-r;A'-i半 径5.8尺

mq・ ク4.55・ グ

mPグ2.3・ ク

12。2尺(外)一 短辺 の1/2X36u-v車の度長(基 準)

以
上

は
平
面

と
立
面

と
を
、
同

一
基

準
円

の
う

ち
に
規

画

し

た
た

め
に
、
繁
雑

な
線
描

に
み
え

る
が
、
原

理
は
簡

単

で
あ

る
。

規

に
よ

る
割

円

(偶
数
分

割
)

法
を

用

い
、

そ
れ

に
よ

っ
た

稜

角
内

に

ふ
く
む
矩
形

の
、
短
辺

ま
た

は
長
辺

に

よ

っ
て
、
主

な
寸
法

を
決
定

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

稜
角
数

と
基
準

長

の
倍

数

関
係

に
象

(
徴
)
数

が
用

い
ら
れ

て

い
る
が
、

そ
れ
に
適
合

す

る
図
形

を
企

画

(U
①
ω
剛αQ
=
)
す

る
た

め

の
思

考

は
、

円
函
数

的

知
識

を
必
要

と
し

て
お
り
、

た
と
え

原
始
的

な
経
験

か
ら
創

め

た
も

の
と
し

て
も
、

そ
れ
な

り
に
高

等
な
技
術

、
熟
練

が

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

車

制

の
規
画

円
は
、
ま
ず

七
尺

の
半
径

か
ら
始

め
ら

れ

て
い

る

こ
と

に
注
目

で
き

よ
う
。
ま

た
円
と
方

、
ま

た
各

稜

形

の
対

角
と
辺

の
算
出

の
計
算
法

は
、
知

悉
さ

れ

て
い
る
が
、

お
お

む

ね

三
位

の
数
ま

で
に
と
ど

ま

っ
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。
蓋

に
天

数

を
、
輿

、
輪

に
地
数

の
象

数

を
当

て
て

い
る
。

な
お
七

数

は
武

に
関
す

る

(易

で
は
少

陽
)

と

い
わ

れ

て
い

る
が
、
あ

る

い
は
、

こ

こ
で

は
兵

車

の
設
計
を
意

味
す

る
も

の

で
あ

ろ
う
か
。

な
お
象
徴

の
数

に

つ
い

て
は
、

他

日
を
当

て
た

い
。

一125一

博馳



規

矩

考

十

二
、

車

人

「
車
人
」

は

『
考
工
記
』

の
末
尾
に
あ
る

「
弓
人
」

の
項

の
前

に
載
せ
ら
れ
て
い
て
、

『
考
工
記
』

の
冒
頭
に
説
く

「
輪
人
」

「
輿
人
」

「
朝
人
」

の
項
と
は
、
は
る

か
に
隔
て
て
記
さ
れ
て
い
る
。

始
め
に

車
人
之
事
、
半
矩
謂
之
宣

車
人
の
事
、
半
矩
は
之
を
宣
と
謂
う

と
あ
る
。
①
鄭
玄

の
注

に
よ
れ
ば
、
人
長
八
尺
を
お
よ
そ
三
分
す
れ
ば
、
頭
、
腹
、
脛
と
な
り
、
宣
と
は
そ
の
頭
部

の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
宣
髪
と
い
え
ば
頭
髪
が
白

く
な

っ
て
落
ち
る
こ
と
だ
か
ら
、
結
髪
な
ど
の
高
さ
を
除
い
た
意
で
あ
ろ
う
。
人
長
八
尺
を
三
分
す
れ
ば
、
各
二
尺
六
寸
三
分

の
二
で
、
こ
れ
を

一
矩

と
し

て
、
半
矩
で

あ
れ
ば

一
尺
三
寸
三
分

の

一
に
な
る
。

い
わ
ば
六
等
身
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
次

い
で
、

=
旦
有
半
謂
之
搦

一
宣
有
半
、
之
を
楊

と
謂
う

と
あ
る
が
、
搦

は
斧
の
柄

の
こ
と
で
あ
る
。
②

一
宣
は

一
尺
三
寸
三
分
の

一
、
そ
の
半
分
が
六
寸
三
分
の
二
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
合
せ
て
二
尺
で
あ
る
。
さ
ら
に

一
楊

有
半
、
謂
之
何

一
楊

有
半
、
之
を
何
と
謂
う

と

つ
づ
く
。
何
も
や
は
り
斧

の

一
種
の
柄

の
こ
と
で
あ
る
。
二
尺
と
、
そ
の
半

の

一
尺
を
加
え
て
、
三
尺
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
し
て

一
何
有
半
、
謂
之
磐
折

一
何
有
半
、
之
を
磐
折
と
謂
う

と
す
る
。

一
桐
有
半
は
、
す
な
わ
ち
四
尺
五
寸
に
あ
た
る
。
こ
れ
を
磐
折
と
い
う
の
は
、
人
が
起
立
し
て
、
う

つ
む
い
た
と
き

の
形
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
の
姿
勢
が
四
尺

五
寸
で
あ
る
と
、
趙
氏
は
注
釈
し
て
い
る
。
③

次
ぎ
に

車
人
為
来
疵
、
長
尺
有

一
寸
、
中
直
者
三
尺
有
三
寸
、
上
旬
者
二
尺
有
二
寸

車
人
は
采
疵
を
為
く
る
、
長
さ
尺

一
寸
あ
り
、
中
直
は
三
尺
三
寸
あ
り
、
上
句

は
二
尺
二
寸
あ
り

と
あ
る
。
④

こ
の
庇
と
は
、
来
粗
を
い
う
場
合
の
来

の
先
端
に
あ
た
る
と

こ
ろ
で
岐
木
で
あ
る
。
前

に
曲

っ
て
粗
に
接
し
て
い
る
。
粗

は
、
地
中

に
突
刺
す
る
部
分
で
金
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属

の
と

こ

ろ
で
あ

る
。

『繋

辞
』

に
も
あ

る
よ
う

に

、
古
代

で
は

こ
れ
も

木

で
あ

っ
た
。
⑤

こ
れ

は

遺
物

に
も

見
ら

れ
る
。
疵

は
、
長

さ

を

一
尺

一
乎

を

度

と

し

て
い

る
。

来

の
身
は
、
中

程
が
直

で
あ

っ
て
、
庇

の
⊥

の
部

分

に
あ

た
る
と

こ
ろ
が
、

三
尺

三
寸

で
あ

る

。

人
が
手

で
執

る
と

こ
ろ
は

、
句

で
あ

る
が
、
⊥

の
方

を
L
句

と

い

い
、

来

の
首
と

い
う
。

そ

の
長
さ

は

二
尺

二
寸

を
度

と
し

て

い
る

。
以
上
各

部

を
合

せ

て
来

と

し
、

お

よ
そ
六

尺
六

寸

に
な
る
。

し
た

が

っ
て
王

昭
禺
は

「
自

其
疵
縁

其

外

以
至

於
首
、

以
弦

其

内
六
尺
有

六
す

与
歩
相

中
山

」

と
し

て
、

こ
れ
を
歩
相

に
あ

た
る
と
言

う
。

こ
れ

に

っ
い
て
鄭

玄

の
注

に

「
縁
外

六
尺
有

六
寸

、
内

弦
六

尺
、
応

一
歩

之

尺
数
耕
者

、

以

田
器

為
度
宣

、
摺
異

材
、
不
在

数
中
」

と
注

釈

し

て
、

こ
の
寸
法

の
中

に

は

、
異
材

の
粗

の
部

分

は
這
入

ら
な

い
と
し

て

い
る

。

来

柑

の
図
は

『考

工

記
図
」

『
三
礼

図
』
な

ど
に
載

せ

て
い
る
が
、

い
ず
れ
も

想
像

図

に
過

ぎ
な

い
よ
う

で
あ
る
。
様

式
も

区

々
で
、
図

解
も
拙

劣

な
も

の
で
あ
る
。

こ
の
後

に
は
、
土

地

の
質

が
堅

と
柔

の
異

に
よ

っ
て
、

そ

の
使

用
上

の
機
能
的

形
体

か
ら
、

直
疵

、

句
庇

及
び

中
地

の
飛

の
種

類
が

あ

る

こ
と

を
記
し

て

い
る
。
す

な

わ

ち堅
地

欲
直
庇

、
柔
地

欲
旬
庇

、
直
庇

則
利
推

、
句

疵

則
利

発
、
侃
旬

磐
折

、
謂

堅
地

は
直

庇

を
欲

し
、

柔
地

は
句

疵

を
欲

す
、

直
疵

は
則

ち
推
す

に
利
、
句

疵

之
中
地

は
則

ち
発

す

る
に
利
、

据
句
磐
折

す

る
は
之

を
中
地

と
謂

う

と

あ
る
。

鄭
玄

の
注

に
よ
れ
ば

「
中
地

之
来
、
其

疵

与
直

者
如

磐
折

、
則
調
突

、
調

則
弦
六

尺
」

と

あ

る
。

漢
代

の
画
象
石

に
み
ら

れ

る
も

の
は
、
直

庇

で
先

端
を

二
分

し

て
い
る
も

の
が
あ

る
。

種
類
も

い
ろ

い
ろ
あ

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

中
地

の
夫

に

つ
い

て
、

形
体

の
詳
細

は
明
ら

か

で

は
な

い
が
、

わ
が
正

倉
院

に
現
存
す

る
鋤

の
型

式

に
、

近
似

し
た
も

の
が

推

考

さ
れ

る
。

す

な
わ

ち

「
.r
日
手
辛

鋤
」

の
型

で
あ
る
。

寸
法
も

ほ
と
ん
ど
来
相

に
等

し

い
。

周
知

の

よ
う

に
、

正
倉

院

に
は

二
口

の
現

存

物
が

あ
る
。
⑥

こ
れ
が
車

の
寸

法

と
、
合

致
し

て

い
る

こ
と

に
注

目

で
き

よ
う
。

こ
れ
ら
は
、
朝

廷

で
年
中
行

事

に
関

係

し

て
用

い

ら
れ

た
遺

品

で
あ

る
が
、

こ
の
行
事

は
、
中

国

で
は
古
来

に
、
盛

大

に
営

ま
れ

た
配
月

の
儀

式

で
あ

る
。

わ
が
奈
良

朝

以
来

、
政
治

上

の
儀

式

に
は
、
唐
朝

の
式

典
儀
礼

が
模

倣
採

用
さ
れ

て
き

た
。

が

ん
ら

い
年
中

行

事

は
周

・
漢

か
ら

の
制

度

で
、

正
月

に
、
大
.r
は
籍

旧
を
耕

し
、
皇

后

は
蚕
室

を
掃

っ
て
、

蚕
神

を
祭

る
の

で
あ

る
が
、

す

で

に

『礼

記
』

「
月
令
」

に
詳

記
さ
れ

て
い

る
。

こ
れ
が
、

占
代

の

「
礼
」

を
尊

前

し
た
唐
朝

に
伝

わ
り
、

さ
ら

に
日
本

に
伝
わ

っ
た

の
で
あ
る
。

規

矩

考
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記
録
に
ょ
れ
ば
、

こ
の
手
辛
鋤
は
、
孝
謙
天
皇

の
天
平
宝
字

二
年

(
"
α
◎o
)
正
月
三
日
の
初
子
の
儀
式

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
往
古
の
農
耕
生
活
と
結
び

つ
い
た
、
祈

願

の
行
事

で
あ
る
た
め
に
、
農
具
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
口
の
遺
品
は
、
同
型

で
あ

っ
て
、
柄
が
二
段
に
屈
曲
し
、
鋤
と
柄
と
の
接
続
に
は
、
鐙

(木
製
)

が
あ
り
、
そ
の
柄
に
は
、
淡
紅
の
地
に
蘇
芳
で
木
理
を
描
く
。
鋤
先
は
鉄
製

で
、
表
裏
共
に
漆

を
塗
り
、
そ
の
上
に
金
銀
泥
で
、
蔓
草
花
蝶
鳥
の
模
様
を
描
く
。

(
こ
の

鋤
の
型
は
、
朝
鮮
に
現
存
す
る
も

の
に
近
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る
)

わ
が
国
に
、
唐
朝

の
礼
式
が
模
倣
移
入
さ
れ
た
ば
あ
い
に
、
唐
朝

で
用
い
ら
れ
た
器
具
が
、
輸
入
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
る
。
あ
る
い
は
二
口
の
う
ち

一
口

は
わ
が
朝

の
模
造
で
あ
ろ
う
。
ま
た
古
礼
の
式
具
と
し
て
、
唐
朝
で
は

『
考
工
記
』

の
記
載

の
型
が
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
周

・
漢
代
の

「
礼
」

の
制
を
も

っ
て
、
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
規
矩

(
法
象
図
形
)
に
し
た
が

っ
た
設
計
が
、
正
統
を
踏
む
も

の
に
よ

っ
て
、
採
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
意
匠
さ
れ
、
設
計
製
作
さ
れ
た
器
具
類
は
、
正
倉
院
御
物
に
は
、
多
く
見
出
さ
れ
る
。
奈
良
朝

の
遺
品
に
、
特
有

の
整
然
と
し
た
形
体
が
見
ら
れ
る
の
は
、

主
と
し
て
古
代
規
矩
法
に
拠

っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
と
し
て
も
、
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ま

こ
の
鋤
の
長
さ
を
、
周
尺
に
換
算
し
て
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
六
尺
六
寸
に
近
い
。

そ
し
て
句
曲
の
率
を
み
れ
ば
、
前
述
の
車
制

の
作
図

に
合
致
し
て
い
る
。
が
ん
ら
い

来
は
農
耕
の
労
働
用
具
で
あ
る
か
ら
、
力
学
的
な
構
造
と
し
て
、
そ
れ
は
経
験
的
に
形
成
さ
れ
る
。
直
疵
、
句
疵
、
中
地
の
来
と
も
に
、

そ
の
こ
と
を
録
し
て
お
り
、
ま

た
そ
の
大
き
さ
も
、
人
休
長
か
ら
割
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(前
述
の
人
体
に
関
し
た
比
例
を

『
考
工
記
』

の
中
に
見
出
す

こ
と
は
、
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
)
車
人

が
、
車
を
造
る
に
あ
た

っ
て
も
、
人
体
長
の
そ
れ
は
、
長
矩
度
量

の
基
準

に
な
る
。
利
器
と
し
て
の
、
斧
の
柄
の
長
さ
の
関
係
が
、
各
種
器
具
の
寸
法
標
準

に
さ
れ
た
こ

と
な
ど
は
、
機
能
的

な
意
味

を
示
し
た
記
録

で
あ
る
。
そ
し
て

一
方

に
、
人
間
の
体
形
を
、
す
で
に
あ
げ
て
き
た
よ
う
に
、
大
地
の
法
則
か
ら
出
た
比
例

で
割
付
け
て
、

い
わ
ゆ
る
六
等
身
か
ら
な
り
た
つ
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
も

こ
れ
ら

の
倍
数
の
関
係
が
、
象
数

(
象
徴
ー
法
数
)
と

一
致
す
る
よ
う
に
考
え
た
こ
と
は
、
西
欧
建
築
の

∋
o
ユ
三
Φ
と
対
照
し
て
、
興
味
を
懐
か
せ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
こ
れ
に
続
い
て

車
人
為
車
、
何
長
三
尺
、
博
三
寸
、
厚

一
寸
有
半
、
五
分
其
長
、
以
其

一
為
之

車
人
は
車

を
為
る
、
何
長
は
三
尺
、
博
は
三
寸
、
厚

一
寸
半
あ
り
、
其

の
長
を

首

五
分
し
て
、
其

の

一
を
以

っ
て
之
れ
を
首
と
為
す

と
あ

っ
て

、基
準
長
と
な
る
斧
の
実
体
を
、
こ
こ
に
挙
げ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
斧

の
頭

(
首
)
は
六
寸
で
、
そ
の
柄

(何
)
は
三
尺
、
博
さ
が
三
寸
、
厚
さ
が

一
寸
半
で
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あ
る
。

こ
の
基
準
長

と
単

位
名

称

を
掲

げ

て
、

以

下

の
車

の
形
体

を
説

明
し

て

い
る
。

穀

長
半
何

、
其
囲

一
何

有
半

、
輻
長

一
何
有

半

、

其
博

三
寸

、
厚

三
之

一
、
渠

穀
長
は

半
何

、
其

の
囲
は

一
何
半
あ

り
、
輻

長

は

一
何
半

あ
り
、
其

の
博

は

三

三
何

者

三

寸
、
厚

さ

三
之

一
、

渠

は
三
何
な

る
者

三

と
あ

る
。
半

何

は

一
尺
五
寸

、

一
何
半

は
四
尺

五
寸

に
当

る
。

「
輪

人
」

で
は
、
穀

長
を

三
尺

二
寸

と

す
る
が

、

こ
れ
は

一
尺
五
寸

で
あ

る
。

ま

た

「
輪

人
」

で
は
、

そ

の
囲

は
、

毅
長

に
等

し

い
も

の
で
あ
る
が

、

こ

こ
で

は
三
倍

(
四

尺
五
寸
)

に
な
り

、
し

た
が

っ
て
穀

長
は
、

毅
径

に
等
し

い
も

の

(
一
尺

五
す

)
と
考

え
ら

れ
る
。
鄭

玄

は
注

し

て

「
大
車

鍛
径

尺
五
寸
」

と
あ

る
。

そ

し

て
輻

の
長
と
博

、
厚
も

明
言

さ
れ

て

い
る
。

(
「
輪

入
」

に
は
明
ら

か

で
な

い
)

す
な
わ

ち

輻
長

は
四
尺

五
寸

、

両

輻

に
し

て
九
尺

に
な
る
。

後

に
大
車
崇

九

尺

(
三
何

)

と

す
る

の
は

こ
れ
で
あ

る
。

渠
と

は
木

を
軽

す

る
と

こ
ろ

で
、
牙

の

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
長

さ
は
、

三
何
者

三

で

あ

る

か
ら
、

二
十
七
尺

に
な
る
。

三
径

一
で
計
算

し

て
、
輪

の
径

(崇

)
九

尺

に
合

致
す

る
。

し

か

し
な

が
ら
、

穀
径
を
含

ま
ず

に
九

尺
と
す

る

の
で
あ

る

か
ら
、
人

数

を

あ
げ

た
も

の

で
あ

っ
て
、
輻

の
実
長

は
や

や
短
く

な
る
筈

で
あ

る
。

次
ぎ

に
山
沢

を
行
く
車

に

つ
い
て

行

澤
者

、
欲

短
殼
、
行

山
者

、
欲
長

毅
、
短

澱

則

利
、

長
毅

則
安

澤
を
行

く

は
短

毅
を
欲

し
、
山

を
行

く

に
長
鍛
を
欲

す
。

短
毅

は
則
ち
利

に
、

長
職
は

則

ち
安

し
。

行

澤
者

、

反
較
、

行
山
者

、
灰
軽

、
反
揉

則
易

、

灰
軽
則
完

、

澤
を
行

く

は
軽

を
反

に
、
山

を
行

く
は
軽

を
灰

に
す
。
韓

反
す

れ
ば
則

ち
易

く

揉
灰

す
れ

ば

則
ち
完

し
。

六

分
其
輪
崇

、

以
其

一
為
之

牙

囲

其

の
輪

崇

を
六
分

し

て
、
其

の

一
を
以

っ
て
之

を
牙
囲

と
為

す
。

と
あ

る
が

、

こ
こ
に
短
殼

と
、
長

毅

の
別

が
あ

る

こ

と
を
示

し

て
い
る
。
短

穀

は
利
敏

に
、
長

毅

は

ゆ
る

や
か

に
安
定

す

る
。

ま

た
軽

(牙

、
お

お
わ
)

を
、
沢

地

と
、

山
地

に
よ

っ
て
反
し

た
り

灰
し

た
り
す

る

こ
と

を
記

し

て

い
る
。

し
か

し
そ

の
状

は
、
鄭

玄

の
注

に

ょ
れ
ば

、
材

の
用

い
方

(木
地

の
表
裏

)
を

言

う
よ
う

で
あ
る

が
、

明

ら

か
で

は
な

い
。

灰

は
傾
斜

の
意
味

も
あ

る
か

ら

、

い
わ
ゆ

る
綬

の
外

反

、
ま

た
は
内

に
傾

斜

し

た
形

を
指

し

て
い
る

の
で
は
な

い
か
と
思

わ

れ
る
。

次
ぎ

に

柏

車
穀

長

一
何
、
其

囲

二
何

、
其
輻

一
何
、
其

渠

二
何
者

三
、
五
分
其
輪

崇

以

柏
車

の
毅

長

は

一
何
、

其

の
囲

は
二
何
、
其

の
輻

は

一
何

、
其

の
渠

二
何

な

る

規

矩

考

一129一



規

矩

考

其

一
、
為

之
牙
囲

者

三
、
其

の
輪
崇

を
五
分

し
其

の

}
を
以
て
之
れ
を

牙
囲

と
為
す

と
あ

る
。

穀

長
が
三

尺

で
、
毅

囲
は
六

尺
、
輻

は
三

尺
、
渠

(
牙
)

は
長

さ
十

八
尺

と
な
る
。

し
た

が

っ
て
輪
崇

六
尺

の
五
分

の

一
、

す
な
わ

ち

一
尺
二
寸

が
牙

囲

で
あ

る
。

柏
車

の
各
構

成
部

の

一
端

を
示

し

て
い
る
。

こ
れ

に
続

い
て

大

屯
崇

三
何
、
綬

寸
、
牝

服

二
何
有

三
分
何
之

二
、
羊
唯

二
何
有

参
分

何
之

一
、

大

車

の
崇

は

三
何

、
綬

は
寸

、
牝
服

は

二
何

三
分
何

の

二
あ
り

、
羊
車

二
村
参

柏
車

二
何

分

何

の

一
あ
り

、
柏
車

は

二
何

と

記
さ
れ
る
。
鄭

玄

の
注

に

「
牝

服
長

八
尺
謂
較
也

、
羊
並
口也
、
善

車
若

今
定

張
車

、
較
長

七
尺
」

と
あ

る
。
前

に
あ
げ

た
よ

う
に
、
大
車

の
崇

を
九
尺
と

し
、
綾

を

一

寸

、
較

の
長

さ
は
八
尺

と
す
る
。
羊

唯

の
較

長
を
七

尺

に
、
柏
車

は
、
輪

崇
も
較

長
も

六
尺

に
な

っ
て

い
る
。

そ
し

て

凡

為
槙

三
其
輪
崇

、

参
分

其
長
、

二
在
前

、

一
在
後

、
以
馨
其

鉤
、
徹

広
六

尺
、

凡

そ
韓

は

其

の
輪

崇

の
三

に
為

る
、
其

の
長

を
参
分

し

て
、

二
前

に
在

り
、

一

扇
長
六

尺

後

に
在

り

、

以

て
其

の
鉤

を
馨
す
、
徹

広
六

尺
、
扇
長

六

尺

と

し

て
市

人

の
章

を
終

っ
て

い
る
。

た
と
え
輪

の
崇

(繭口同
さ
)

が
、

三
車

は
別

々
で
あ

っ
て
も
、
各

頼

は
い
ず

れ
も
崇

の
三
倍

で
あ

る
。

す

な
わ
ち
、
柏
車

の
輪
崇

が
六

尺

の
と
き

、
較

は
十

八

尺
で
、
大

事

の
輪

崇
が
九

尺

の
と
き
、
韓

は

二
十
七

尺

で
あ

る
。

そ
の
長
さ

の

三
分

の

二
が
前

に
、

三
分

の

一
が
後

で
、
後
部

の
中

央

に
、
車

軸

(鉤

心
)

を
通
す

の

で
あ

る
。

徹

と
扇
長

が
六

尺
と

い
う

の
は
、
両

猿

の
内

に

一
牛

を
入

れ

て

い
る

の

で
、
狭

く
な
る

の
で
あ

る
と
す

る
説

(費

氏
説
)

と
、
古
く
徹
広

は
徐
度

(路

巾
)

が
軌

を
も

っ
て

し

て
い
る

こ
と

か
ら
、
軌

は
皆

八

尺
と

さ
れ

る
と

こ
ろ

に
比

べ
て
、
六

尺
と

い
う

の
は
誤

で
、

六
と

八

の
写
字

の
ま
ち
が

い
で
あ

る
と
す

る
説

(
戴

震
説

)

が
あ
る
。
⑦

以
上

に
記

さ
れ
た
車

は
、
大
車

と
は
牛
車

の
こ
と

で

、
平
地

で
荷

を
運

ぶ
車

、
柏
躯

と
は
山

を
行

く
車

、
羊
車

と

は
善
車

と

い
う

こ
と

で
、
宮

中

の
市

で
あ

る
と
す

る

説

が
な
さ
れ

て

い
る
。
⑧

こ
の
よ
う
に
、
車

人
が
車

を

つ
く

る
と
き

の
基
準

を
見

て
き

た
が
、
前

述

の
乗
車

、
兵
車

の
制

の
規
格

が
、
詳
細

で
あ

っ
た

の
に
比

べ
て
、
す

こ
ぶ
る
大
略

が
示

さ

れ

て

い
る

に
す

ぎ
な

い
。

し

た
が

っ
て
規

矩

の
意
匠

か
ら

正
確

な
検

討
を
加

え

る

こ
と

は

こ
こ
で
は
不

可
能

で
あ

る
。

註

①

鄭
玄
の
注
に

「矩
法
也
所
法
者
人
也
」
と
あ
る
。
鄭
鍔
の
注
解
で
は
、

「人
長
八
尺
以
八
尺
而
三
分
之
、
則
毎
分
各
長
二
尺
六
寸
三
分
寸
之
二
、
是

一
矩
言
用
、
是
以
為
矩
法
也
、
凡
人

頭
髪
早
白
而
落
者
名
宣
、
易
以
巽
為
宣
髪
是
也
、
取
人
長
之

一
、
以
為

一
矩
以
為
宣
、
云
云
」
で
あ
る
。

(東
巌

『
周
礼
訂
義
』
)
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⑨

鄭
玄
注
に

「
備

籔
斤
柄
」
と
、
ま
た
爾
雅
に
は

「
句
幅
謂
之
定
」
と
あ
る
。

③

趙
氏
の
注
釈
に

「磐
折
謂
人
所
立
之
儀
、
蓋
人
磐
折
立
則
上
便
、
云
云
」
と
あ
る
。

(東
巌

『
周
礼
訂
義
』
)

④

王
昭
禺
は

「或
揉
曲
木
以
為
体
、
或
資
利
転
以
為
用
、
器
殊
而
事
類
比
車
人
所
以
為
未
也
」
と
。

(東
巌

『
周
礼
訂
義
』
)

⑤

『繋
辞
下
伝
』
に

「
神
農
氏
作
、
籔
木
為
耗
、
揉
木
為
未
」

⑥

『東
濠
珠
光
』
第
六
輯
第
三
百
二
十
、
宮
内
省

(明
治
四

一
年
、
審
美
書
院
)

『
正
倉
院
目
録
』
奈
良
国
立
博
物
館

へ昭
和
三
二
、

一
〇
)

⑦

『考

工
記
図
』
に

「
徹
広
八
尺
明
尖
、
古
者
除
度
以
軌
、
云
々
、
不
合
徹
不
可
行
於
除
、
車
人
徹
広
六
尺
字
之
誤
輿
」
と
あ
る
。

⑧

車
の
各
部
分
の
名
称
は
、
前
説
の
乗
車
、
兵
車

の
制
と
比
較
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

牝
服
が
較
、
徹
広
は
所
謂
軌
広
の
こ
と
、
縞
は
衡

に
あ
た
る
。
較
が
朝
で
、
韓
は
直
で
あ
り
両
側
に
あ

っ
て
、
そ
の
中
に
牛
馬
を
入
れ
て
曳
か
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
形
式

の
車
は
、
画
象
石
に
多
く
見
ら
れ
る
車
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
記
は
時
代
的
に
は
、
既
説
の
記
載
か
ら
後
代

に
、
ず
れ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

(易
氏
日
、
此

所
以
命
之
車
入
而
特
見
於
考
工
之
末
敏
)
と
あ
る
。
東
巌

『
周
礼
訂
義
』
第
七
十
九
巻
。

結

『
考
工
記
』
に
記
録
さ
れ
た
車
制
の
複
元
図
を

つ
く
り
、

そ
の
造
形
的
性
格
を
み
て
き
た
。

記
に
は
、
構
成
材
の
寸
法
規
格

に
つ
い
て
詳
し
く
、
と
く
に
そ
の
型
式
は
、
細
部
は
と
も
か
く
、
大
体

に
お
い
て
戦
国
代
か
ら
秦

・
漢
代

に
か
け
て
の
、
兵
車
や
乗
用

車

の
遺
物

に
適
合
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
車

の
機
動
性
や
構
造
機
能
に
つ
い
て
も
、
各
箇
所
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
全
型
体
か
ら

の
割
出
法

に
よ

っ
た

構
材

の
比
例
的
規
格
寸
法
と
は
、
お
よ
そ
緊
密

な
関
係
は
見
出
せ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

『考
工
記
』

に
、
そ
れ
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
図
は
、

「
礼
」
社
会

と
戦
国
社
会
の
時
代
的
背
景

か
ら
考
え
れ
ば
、
推
察

に
難
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
ず

「
礼
」

の
器
と
し
て
の
、
理
想
的
意
匠
を
も

っ
て
、

『周
礼
』
に
は

一
貫
し
た
礼
制

の
記
録
を
保
持
す
る

こ
と
が
、
目
指

さ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
は
車

の
性
格
か
ら
、
意
匠
形
式
だ
け
で
は
、
現
実
的
な
価
値

の
な
い
も

の
に
な
る
お
そ
れ
が
あ

っ
て
、
そ
こ
で
経
験
的
に
、
伝
え
ら
れ

て
き
た
車
の
機
能
と
、
そ

の
効

用
性
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ

っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

鄭
玄

の
注
釈

に
よ

っ
て
後
漢
代

の
、
ま
た
宋
代
の
集
注
書
な
ど
を
見
る
と
き
、
易
法

の
思
想
を
も

っ
た
規
矩

の
解
釈
か
ら
、
は
じ
め
て
車
の
型
式

は
つ
く
ら
れ
る
こ
と

の
理
解
が
で
き
る
、
と
す
る
よ
う
な
表

現
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
規
矩

に
天
地

の
象
が
あ

っ
て
、
聖
な
る
造
型
物

(礼
器
、
た
と
え
ば
祭
器
具
な
ど
)

の
真
髄
に
は
、
そ

規

矩

考
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規

矩

考

れ

が
具
わ

っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
し
た
。

寸
法

に
象

数
を

用

い
、
初

歩
的

な
、

幾
何
学

形

と

そ

の
計
測
法

が
な
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ

が
矩

法

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、
車

制

の
用
矩

の
法

で
あ

っ
た
が
、
お

よ
そ

具

休
的

に
捉

え
る

こ
と
が

で
き
た
。
車

人
は
、
来
霜

の
場

合

に
も

、
同

一
の
基
準

長

で
も

っ
て
度
と

し

て

い
る

よ
う
に
、

お
そ
ら
く
象
徴
的
意
味

の
相
似

の
も

の
に
対

し

て
、
他
に
も
応
用

せ
ら
れ
た

で
あ

ろ
う
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

こ
の
よ
う
な
図
形
的
思
考

が

な
さ

れ
る
場
合

に
は
、
緻
密

な
線
描

(錐

、
針

に
よ
る
)

で
、

し
か
も

正
確

な
規

(
コ
ン
パ

ス
)

と
矩

(直

角
定
木

と

尺
度
)
に

よ

っ
て
、
木
板

か
粘
土
板

、
軟
石
板
面

な
ど

に
、
比
較

的
大
寸

の
規

画
が

な
さ
れ
た

で
あ

ろ
う
。
原
寸
設

計
は
そ

の
後

の
問

題

で
あ
る
。

巧
な
技
術
を

必
要

と

す
る

の
で
、
神

技

に
近

い
こ
と
と
し

た
よ
う

で
あ

る
。
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